
ロッカー利用申込書

令和8年　　　月　　　日

船橋市市民活動サポートセンター所長　　あて

以下のとおり申込みます。なお、利用にあたってはロッカー利用注意事項を遵守します。
	団体名
	

	登録団体
	S
	

	ふりがな
	

	代表者氏名
	


１．利　用　期　間　　　　　　令和8年４月１日から令和9年３月末日
２．利 用 頻 度　（例：月に５回程度）
	


３．主な収納物
	


· 本申込書を提出の際は、「ロッカー利用同意書」も併せてご提出ください。
· 決定に関する通知は、現在市民協働課から案内等送付している方宛に送付いたします。また、同じ方に記載内容の問い合わせを行うことがあります。
· 利用申込書は市民活動サポートセンター窓口で配布するほか、市ホームページや、ふなばし市民力発見サイト内「船橋市からのお知らせ欄」からダウンロードすることも可能です。


ロッカー利用同意書

　　年　　月　　日

船橋市市民活動サポートセンター所長　あて

団体所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｓ　　　　】

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民活動サポートセンターのロッカーの利用にあたり、下記の利用注意事項を確認のうえ、遵守することについて同意いたします。
記
【ロッカー利用注意事項】

1 保管できる物は市民活動サポートセンターで行う活動に必要な資料、事務用品及び消耗品等であり、貴重品や危険物の保管には利用しません。

2 万一、ロッカーの鍵の締め忘れ等利用者に起因する保管物の紛失があった場合、利用者の自己責任で対処します。
3 貸出期間満了の際には期日までに速やかに保管物を撤去します。
4 貸出期間満了までに保管物を引き取らなかった場合、市が保管物の撤去及び処分することについて承諾します。また、以降の申込ができなくなる場合があることについても承諾します。
5 工事等で必要がある場合、事前に通知したうえで市が保管物を一時取り出すことについて承諾します。
6 8月末までに利用実績のない場合、貸出しの決定を取り消されることについて承諾します。

（職員記入欄）受付番号　　　　　　　　　　　担当者　　　　　　　　　承諾年月日　　　　　　　　　　　　　　





募集対象について　


・令和7年度市民活動サポートセンター利用登録団体のうち、令和8年度も引き続き利用登録団体として


更新手続きを行った団体（令和8年3月9日までに行ってください）


・令和8年1月以降に市民活動サポート利用登録団体として承認された団体





 裏面の同意書も記入願います








